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株券電子化のための特別口座記載事項の通知 

および特別口座を開設する口座管理機関に関する公告 

 

 

当社は、「社債、株式等の振替に関する法律（平成１３年法律第７５号）」第１３

条第１項の規定に基づき、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」といいます。）

が、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の

一部を改正する法律（平成１８年法律第８８号）」（以下「決済合理化法」といいま

す。）の施行日（平成２１年１月５日）から当社普通株式を取扱うことにつき、同意

いたしました。 

つきましては、決済合理化法附則第８条第１項の規定に基づき、下記のとおり公告

いたします。 

 

記 

 

１．特別口座の開設および記録を行うための通知 

当社は、決済合理化法附則第８条第１項第１号に定める通知対象株主等（以下

「通知対象株主等」といいます。）について、同法の施行日以後遅滞なく、機構

に対し、同法附則第８条第５項各号に定める事項を通知いたします。 

 

２．特別口座を開設する口座管理機関 

当社が通知対象株主等のために特別口座を開設する口座管理機関の名称および

住所は、次のとおりです。 

 

名称 住友信託銀行株式会社 

住所 大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番３３号 

 

以上 

 

 


